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お問い合わせは

ご み 対 策 課
（ 3 階 8 番窓口）

（内線）1241～ 1247 

　家庭廃棄物有料化 ・
戸  別 収 集　

特 集 号
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コールセンターを下記のとおり開設します 
【　　　   】 
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敷地内に集積所がない方へ 

類 

利用していただく場合があります。 

など 

玄関 
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縛る 

「　　」 

「　　」 

「　　」 

「　　」 

排出 
排出 
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減免制度について 減免制度について 

①生活保護受給世帯または中国残留邦人等支援法による給付を受けている世帯 

②児童扶養手当を受給している方がいる世帯 

③特別児童扶養手当を受給している方がいる世帯 

④老齢福祉年金を受給している方がいる世帯 

⑤身体障害者手帳１・２級をお持ちの方がいる世帯 

⑥精神障害者手帳１・２級をお持ちの方がいる世帯 

⑦愛の手帳１・２度をお持ちの方がいる世帯 

⑧年齢が７５歳以上の方のみで構成されている世帯 

【場 所 等】  ごみ対策課窓口：月～金曜日の午前８時３０分～午後５時（祝日は除く） 

　　　　   　 ※７月４日（金）までは会議棟で受け付けています（午前９時～午後５時）。 　 

【持 ち 物】  減免世帯に該当していることを証明する書類または手帳、印鑑（朱肉を使うもの） 

　　　　    　※市民税非課税証明書の提出は必要ありません。ただし、平成２６年１月１日現在東大和市に

　　　　　    　住民登録がない方は、平成２６年度の市民税非課税証明書などが必要になります。 　 

【袋の交付】  １０月～翌年９月の１年間分として上限１００枚を交付します。 

　　　　　　※１０月以降に申請した場合は、申請日の翌日から対象期間の末日までの日数に応じて算出 

　　　　　　　した枚数になります。 

②～⑧は世帯全員が 

市民税非課税であることが 

条件となります。 

減免世帯 

申請受付 

「ごみ分別ガイド」と「ごみ排出カレンダー」等を7月に全戸配布します。 

下記の要件に該当する世帯について、指定収集袋を交付します。 

。 


